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古
代
の
難
波
に
お
け
る
渡
来
人
の
研
究
は
早
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
。
と
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
戦
後
は
今
井
啓
一
氏
著
『
帰
化
人
』
に
網
羅
的
に
考
察
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
さ
ら
に
詳
細
な
研
究
が
吉
田
黒
氏
の
論
文
「
地
域
史
か
ら
み
た
古
代
難
波
」
に

示
さ
れ
た
。
し
か
し
無
論
、
こ
れ
ら
の
論
考
で
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
残
さ
れ
た
問
題
の
一
、
二
に
つ
い
て
私
見
を
開
陳
し
た
い
と
思
う
。

　
そ
の
一
つ
は
、
難
波
地
区
に
は
渡
来
人
が
多
い
の
に
対
し
、
住
吉
地
区
に
は
渡

来
人
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
、
も
う
一
つ
は
難
波
地
区
の
渡
来
人
と
難
波

津
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
　
一
見
統
一
の
な
い
問
．
題
の
よ
う
で
あ
る

が
、
私
見
で
は
両
者
と
も
に
難
波
の
発
展
の
歴
史
と
か
か
わ
り
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

難
波
・
住
吉
と
渡
来
人

　
周
知
の
よ
う
に
古
代
の
大
阪
、
す
な
わ
ち
難
波
の
地
に
は
朝
鮮
系
の
渡
来
人
の

在
住
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
畿
内
屈
指
の
良
港
で
あ
る
難
波
津
の
存
在
に
よ

る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
う
が
、
難
波
津
と
な
ら
ぶ
重
要
な
港
で
あ
る
住
吉
津
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

在
す
る
住
吉
の
地
域
に
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
渡
来
人
の
存
在

を
示
す
史
料
は
少
な
い
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
田
辺

史
氏
の
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
田
辺
史
を
と
り
あ
げ

る
。　

住
吉
の
地
に
お
け
る
田
辺
史
に
つ
い
て
は
、
吉
田
晶
氏
の
論
文
（
前
掲
）
に
田

辺
史
広
□
（
調
力
）
と
田
辺
史
真
立
の
二
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
平
城

宮
出
土
木
簡
に
み
え
「
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
」
四
の
九
頁
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
調
力
）

　
（
表
）
　
元
位
田
辺
史
広
□
進
続
労
銭
伍
百
文
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難
波
・
住
吉
と
渡
来
人

（
裏
）
羅
綱
神
亀
五
年
九
月
吾
勘
灘

と
あ
る
。
後
者
は
正
倉
院
文
書
の
天
平
五
年
「
右
京
計
帳
」
に
み
え
る
も
の
で
、

戸
主
物
部
連
族
五
百
の
戸
に
所
属
し
た
藩
法
型
名
に
つ
い
て
、

　
　
右
、
件
奴
碑
、
帳
後
言
津
国
住
吉
郡
田
辺
郷
戸
主
正
七
位
上
田
辺
史
真
立
戸

　
　
来
附

と
記
す
（
『
大
日
本
古
文
書
』
巻
一
の
四
八
四
頁
）
。
お
そ
ら
く
前
者
の
田
辺
史
広

（
調
）
も
田
辺
郷
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
田
辺
史
に
つ
い
て
は
、
『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
皇
別
の
上
毛
野
朝
臣
の
条
に
、

孝
謙
皇
帝
の
天
平
勝
宝
二
年
に
改
め
て
上
毛
野
公
の
氏
姓
を
賜
い
、
弘
仁
元
年
に

朝
臣
の
姓
を
賜
わ
っ
た
と
あ
り
、
右
京
皇
別
条
に
は

　
　
田
辺
史
。
豊
城
入
感
量
警
世
孫
、
大
荒
田
重
臣
皇
位
也
。

と
し
て
、
皇
別
氏
族
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
上
毛
野
朝
臣
の
氏
姓
を
得
た
こ
と

に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
祖
語
」
で
あ
っ
て
、
本
来
は
右
京
諸
甘
言
に

　
　
田
辺
史
。
出
レ
自
二
牛
王
黒
黒
知
惣
一
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
知
惣
の
後
と
い
う
所
伝
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
渡
来
系
氏
族
で

あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
6

　
こ
の
氏
族
の
住
吉
郡
に
お
け
る
居
住
者
と
し
て
は
上
記
の
二
名
が
知
ら
れ
る
だ

け
だ
が
、
田
辺
郷
と
い
う
郷
名
の
存
す
る
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
こ
の
地
に
は
田

辺
史
の
一
族
が
か
な
り
多
く
居
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
田
辺

郷
の
田
辺
史
氏
と
住
吉
と
の
結
び
つ
き
に
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
一

つ
は
田
辺
史
の
本
来
の
居
住
地
は
住
吉
郡
で
は
な
く
、
河
内
国
の
安
宿
郡
の
地
で

は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
周
知
の
よ
う
に
河
内

国
飛
鳥
戸
郡
に
田
辺
史
伯
孫
と
い
う
人
物
が
い
た
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
雄
略
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

年
七
月
条
の
所
伝
で
あ
る
。
い
ま
大
阪
府
の
柏
原
市
国
分
の
春
日
神
社
境
内
に
存

す
る
白
鳳
期
の
寺
院
跡
は
田
辺
廃
寺
と
称
さ
れ
、
田
辺
史
氏
の
氏
寺
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
田
辺
史
が
住
吉
区
の
地
に
住
む
よ
う

に
な
る
の
は
、
や
や
時
代
が
新
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
私
は
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

推
古
朝
ご
ろ
と
推
定
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
田
辺
郷
の
名
が
『
倭
名
抄
』
国
郡
部
の
住
吉
郡
の
郷
名
に
は
見

え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
田
辺
郷
に
住
む
田
辺
史
氏
の
勢
力
が
弱
か
っ
た
こ

と
を
示
す
と
｝
応
は
考
え
ら
れ
る
が
、
奈
良
時
代
中
期
の
天
平
九
年
か
ら
同
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

年
の
間
に
新
設
さ
れ
た
百
済
郡
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
際
に
郷
の
編
成

が
え
が
行
な
わ
れ
た
た
め
に
田
辺
郷
の
名
が
消
え
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
百

済
郡
の
郡
域
に
つ
い
て
は
吉
田
東
伍
以
来
、
天
坊
幸
彦
・
大
越
勝
秋
・
今
井
啓

一
・
服
部
昌
之
藤
沢
芙
ら
の
諸
氏
の
誕
が
あ
り
・
い
ま
そ
れ
ら
に
対
置
す
る
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

私
見
を
持
ち
あ
わ
さ
な
い
が
、
住
吉
郡
の
東
北
部
と
東
成
郡
の
東
南
を
割
い
て
設

置
さ
れ
、
お
よ
そ
の
範
囲
は
、
難
波
宮
中
軸
線
の
延
長
上
に
造
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る

難
波
大
道
を
西
限
と
し
、
南
は
阿
倍
野
区
田
辺
、
北
は
生
野
区
と
東
成
区
の
境
、

東
は
い
ま
の
東
大
阪
市
と
大
阪
市
の
境
界
の
線
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
服
部
氏

の
復
原
案
に
近
い
が
、
『
倭
名
抄
』
に
よ
れ
ば
住
吉
郡
に
杭
全
郷
が
存
す
る
か
ら
、

住
吉
郡
は
百
済
郡
の
南
に
も
、
東
西
に
細
長
く
延
び
て
い
た
と
思
う
。

　
百
済
郡
の
郡
域
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
百
済
郡
の
新
設
に
よ
り
、
田
辺
郷
は
住
吉

郡
よ
り
切
り
は
な
さ
れ
百
済
郡
に
編
入
さ
れ
た
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
ろ
う
。

『
倭
名
抄
』
で
は
百
済
郡
は
東
部
・
南
部
・
西
部
の
三
郷
よ
り
な
る
の
で
、
田
辺

郷
は
そ
の
ど
れ
に
当
る
か
が
つ
ぎ
の
問
題
と
な
る
が
、
田
辺
郷
は
南
部
郷
に
含
ま

れ
る
と
す
る
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
の
説
を
と
り
た
い
。
角
川
書
店



『
日
本
地
名
大
辞
典
・
大
阪
府
』
は
、
田
部
（
辺
）
郷
を
分
割
し
て
東
・
南
・
西

を
冠
し
て
東
田
部
・
南
田
部
・
西
田
部
と
し
、
こ
れ
を
二
字
に
約
し
て
東
部
・
南

部
・
西
部
と
し
た
、
と
す
る
が
、
田
辺
郷
が
わ
ず
か
の
年
月
の
あ
い
だ
に
三
郷
に

わ
か
れ
る
ほ
ど
人
口
が
増
殖
し
た
と
考
え
ら
れ
ず
、
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
諸

家
の
指
摘
の
よ
う
に
、
郷
名
に
部
を
付
す
る
の
は
、
百
済
の
五
方
五
部
の
制
を
取

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
百
済
郡
の
郡
域
や
郷
名
に
こ
だ
わ
っ
て
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
私
の
言
い
た
い
こ

と
は
、
田
辺
郷
が
住
吉
郡
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
て
百
済
郡
の
一
部
と
な
っ
た
こ
と

を
確
認
し
、
そ
れ
は
田
辺
史
の
住
む
地
域
と
住
吉
津
を
中
心
と
す
る
地
域
1

　
　
（
7
）

「
住
吉
国
」
と
い
う
語
も
あ
る
一
と
の
関
係
が
必
ず
し
も
密
接
で
な
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
住
吉
津
と
田
辺
史
と
の
関
係
が
薄

い
こ
と
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
い
え
ば
、
田
辺
史
は
文
筆
を
よ
く
す
る
渡
来
人
で

あ
る
が
、
住
吉
津
の
運
営
に
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

さ
き
に
私
は
田
辺
史
氏
は
推
古
朝
前
後
に
安
宿
郡
の
地
か
ら
住
吉
郡
の
地
へ
移

住
し
て
き
た
氏
族
で
あ
ろ
う
と
い
っ
た
が
、
そ
の
推
定
は
こ
の
氏
族
が
住
吉
津
の

運
営
に
た
ず
さ
わ
ら
な
か
っ
た
ろ
う
と
す
る
右
の
推
測
と
も
よ
く
適
合
す
る
。
そ

し
て
住
吉
郡
に
は
田
辺
史
を
除
く
と
渡
来
氏
族
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
住
吉

津
は
神
別
氏
族
で
あ
る
津
守
連
（
の
ち
津
守
重
出
）
を
中
心
と
す
る
神
別
．
皇
別

の
氏
族
で
運
営
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

難
波
・
住
吉
と
渡
来
人

二
、
難
波
津
と
渡
来
人

　
住
吉
津
の
周
辺
に
渡
来
人
が
少
な
い
こ
と
は
、
難
波
津
と
た
い
へ
ん
違
う
点
で

あ
る
。
難
波
の
地
に
関
係
の
深
い
お
も
な
渡
来
系
氏
族
と
し
て
は
、
左
の
氏
族
が

知
ら
れ
る
（
氏
名
・
役
職
・
史
料
の
年
次
・
出
典
の
順
に
記
す
）
。

　
東
生
（
成
）
郡

　
　
難
波
忌
寸
常
勝
　
擬
大
領
　
天
平
宝
字
五
年
　
正
倉
院
文
書

　
　
　
　
大
日
本
古
文
書
四
一
四
五
二
頁

　
　
日
下
部
忌
寸
主
守
擬
少
領
　
天
平
宝
字
五
年
　
正
倉
院
文
書

　
　
　
　
大
日
本
古
文
書
四
－
四
五
二
頁

　
難
波
忌
寸
（
欠
名
）
擬
大
領
　
神
護
景
雲
三
年
　
正
倉
院
文
書

　
　
　
大
日
本
古
文
書
六
－
七
〇
二
頁

　
日
下
部
忌
寸
人
縄
擬
少
領
　
神
護
景
雲
三
年
　
正
倉
院
文
書

　
　
　
大
日
本
古
文
書
六
i
七
〇
二
頁

　
日
下
部
忌
寸
諸
前
副
擬
少
領
　
神
護
景
雲
三
年
　
正
倉
院
文
書

　
　
　
大
日
本
古
文
書
六
－
七
〇
二
頁

西
生
（
成
）
郡

　
吉
士
船
人
　
　
　
擬
大
領
　
天
平
宝
字
五
年
　
正
倉
院
文
書

　
　
　
大
日
本
古
文
書
四
－
四
五
二
頁

　
三
宅
忌
寸
広
種
　
擬
少
領
　
天
平
宝
字
五
年
　
正
倉
院
文
書

　
　
　
大
日
本
古
文
書
四
－
四
五
二
頁

こ
の
ほ
か
、
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
一
〇
月
壬
午
（
十
二
日
）
条
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

文
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難
波
・
住
吉
と
渡
来
人

武
天
皇
が
九
月
十
五
日
か
ら
の
難
波
行
幸
の
帰
途
に
際
し
、
摂
津
国
造
凡
河
内
忌

寸
石
麻
呂
・
山
背
国
造
山
背
忌
寸
品
遅
の
二
人
と
と
も
に
、
従
八
位
上
難
波
忌
寸

浜
足
と
従
七
位
下
三
宅
忌
寸
大
目
が
位
一
階
を
進
め
ら
れ
て
い
る
。
前
記
の
東
成

・
西
成
両
虎
の
郡
領
の
姓
名
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
両
名
も
そ
れ
ぞ
れ
東
成
郡
・

西
成
郡
の
郡
領
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
郡
領
は
す
な
わ
ち
難
波
地
域
の
有
力
氏
族
で
あ
る
が
、
そ
の
氏
姓
を

整
理
す
る
と
、

　
　
東
成
郡
1
1
難
波
忌
寸
・
日
下
部
忌
寸

　
　
西
成
郡
1
1
吉
士
・
三
宅
忌
寸

と
な
り
、
い
ず
れ
も
渡
来
系
氏
族
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
難
波
忌
寸
と
日
下
部

忌
寸
は
、
も
と
草
香
部
（
草
壁
）
吉
士
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
天
武
十
年
正
月
条
（
以
下
天
武
紀
十
年
と
い
う
よ
う
に
記
す
）

に
、
草
香
部
吉
士
大
形
に
難
波
連
の
姓
を
賜
う
と
あ
り
、
さ
ら
に
同
十
四
年
六
月

条
に
難
波
連
に
忌
寸
の
姓
を
賜
わ
っ
た
こ
と
が
み
え
る
こ
と
（
草
香
部
課
↓
難
波

連
↓
難
波
忌
寸
）
、
ま
た
天
武
紀
十
二
年
十
月
条
に
は
、
草
壁
吉
士
に
連
の
姓
を

賜
っ
た
と
あ
り
、
さ
ら
に
同
十
三
年
十
二
月
に
草
壁
連
に
宿
祢
の
姓
を
賜
わ
っ
た

こ
と
が
み
え
る
か
ら
で
あ
る
　
（
草
壁
吉
士
↓
草
壁
連
↓
草
壁
宿
祢
）
。
草
壁
連
に

忌
寸
を
賜
っ
た
記
事
は
『
日
本
書
紀
』
や
『
釜
日
本
紀
』
に
は
見
え
な
い
が
、
忌

寸
の
姓
は
渡
来
系
氏
族
に
多
く
、
ま
た
連
よ
り
一
段
高
い
姓
と
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
『
書
紀
』
等
に
は
見
え
な
く
て
も
、
難
波
連
が
忌
寸
の
姓
を
え
た
よ
う
に
、

草
壁
連
も
忌
寸
の
姓
を
賜
っ
て
草
壁
忌
寸
（
日
下
部
忌
寸
）
と
な
っ
た
可
能
性

は
、
き
わ
め
て
大
き
い
と
思
う
。

　
西
成
郡
に
み
え
る
吉
士
は
、
『
姓
氏
録
』
摂
津
皇
別
の
条
に
み
え
る
左
の
記
事

四

が
参
照
さ
れ
よ
う
。

　
　
吉
士
。
難
波
忌
寸
言
容
、
大
毛
命
之
後
也
。

　
こ
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
信
ず
れ
ば
吉
士
は
諸
督
す
な
わ
ち
渡
来
系
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
吉
士
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
よ
う

に
、
古
代
朝
鮮
語
の
首
長
を
意
味
す
る
語
に
由
来
し
、
新
羅
の
官
位
十
七
等
の
第

十
四
位
の
称
に
も
用
い
ら
れ
、
日
本
で
は
六
世
紀
以
降
、
お
お
む
ね
渡
来
系
氏
族

の
カ
バ
ネ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
吉
士
は
も
と
カ
バ
ネ
で
あ

っ
た
の
を
ウ
ジ
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
っ
て
、
元
来
は
難
波
吉
士
も
し
く
は
日
下

部
吉
士
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
吉
士
を
カ
バ
ネ
と
す
る
氏
族
が
六
～
七
世
紀
代
に
航
海
や
外
交
に
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
た
こ
と
は
、
三
浦
圭
一
氏
の
研
究
が
出
て
以
来
、
　
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。

と
く
に
史
上
に
顕
著
な
の
は
難
波
吉
士
で
あ
る
が
、
日
下
部
（
草
壁
）
吉
士
も
例
　
　
1
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

外
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
と
吉
士
を
カ
バ
ネ
と
す
る
氏
族
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
難
波
忌
寸
・
日
下
部
忌
寸
・
吉
士
の
各
氏
は
、
難
波
津
の
経
営
に
何
ら
か

の
形
で
参
加
し
、
郡
領
の
地
位
に
あ
る
の
も
そ
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。　

吉
士
系
氏
族
と
な
ら
ん
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
三
宅
忌
寸
氏
で
あ
る
。
こ
の
氏

族
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
天
平
宝
字
五
年
の
正
倉
院
文
書
に
西
成
邦
擬
抄
領
の
三

宅
忌
寸
広
種
が
み
え
る
ほ
か
、
や
は
り
前
述
し
た
慶
雲
三
年
十
月
並
に
、
同
じ
く

西
成
郡
の
郡
領
か
と
推
定
し
た
三
宅
忌
寸
大
目
が
み
え
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
氏
族

は
、
六
世
紀
前
半
に
在
位
し
た
安
閑
天
皇
の
元
年
に
設
置
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る

難
波
屯
倉
の
管
理
に
従
事
し
た
氏
族
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
三
宅
忌
寸
に
関
連
す
る
氏
族
に
三
宅
連
が
あ
る
。
『
新
撰
姓
氏
録
』
摂
津



国
諸
蕃
条
に

　
　
三
宅
連
。
新
羅
国
王
戴
天
日
々
命
之
後
也
。

と
み
え
る
の
が
そ
れ
だ
が
、
『
日
本
書
紀
』
『
古
事
記
』
は
と
も
に
、
天
日
槍
（
天

之
団
結
）
の
後
歯
の
田
道
間
貸
（
多
遅
蒔
毛
理
）
を
三
宅
連
の
祖
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

三
宅
忌
寸
と
三
宅
連
の
関
係
に
つ
い
て
は
か
っ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
詳
細
は
省
く
が
、
天
武
蔵
の
八
色
の
姓
の
制
定
の
際
、
忌
寸
の
姓
を
賜
っ

た
連
姓
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
参
照
す
る
と
、
三
宅
忌
寸
と
三
宅
連
は
と
も
に
新

羅
の
天
日
槍
を
祖
と
す
る
伝
承
を
も
つ
同
族
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
難
波
屯
倉
が
他
の
一
般
の
屯
倉
と
ち
が
い
、
難
波
津
の
運
営
や
管
理
に

　
　
　
　
　
　
バ
ー
。
）

関
係
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
新
羅
系
渡
来
人
と
考
え
ら
れ
る

三
宅
忌
寸
・
三
宅
連
は
難
波
津
と
関
係
を
も
つ
氏
族
と
推
定
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ

の
こ
と
は
、
三
宅
連
の
直
接
の
祖
で
あ
る
田
道
間
守
が
遠
く
常
世
国
に
使
し
て
、

非
時
香
菓
を
求
め
て
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
伝
承
か
ら
も
支
持
さ
れ
よ
う
。

　
以
上
に
よ
り
難
波
津
の
地
域
に
は
、
住
吉
津
の
地
域
と
は
ち
が
っ
て
、
航
海
の

技
能
や
屯
倉
の
管
理
に
よ
り
港
津
と
関
係
の
深
い
有
力
な
渡
来
系
氏
族
が
居
住
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
住
吉
津
は
、
日
本
へ
の
渡
来
人
が
増
加
し
、

か
つ
朝
廷
と
関
係
を
持
つ
以
前
か
ら
栄
え
た
港
で
あ
り
、
難
波
津
の
繁
栄
は
住
吉

津
よ
り
お
く
れ
、
と
く
に
航
海
や
港
津
に
関
係
す
る
技
術
を
も
つ
人
々
が
日
本
に

渡
来
し
て
か
ら
栄
え
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
そ
し
て
難
波
津
に
関
係
し
た
渡
来
人
は
、
主
と
し
て
東
成
・
西
成
両
郡
の
地
に

住
ん
だ
ら
し
い
。
う
ち
三
宅
忌
寸
・
三
宅
連
が
新
羅
系
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し

た
。
吉
士
系
の
氏
族
の
母
国
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
新
羅
の
官
位
に
吉
士
の
名
の

あ
る
こ
と
、
『
告
紀
』
に
よ
っ
て
難
波
吉
士
が
海
外
に
渡
航
し
た
先
を
み
る
と
、

　
　
　
　
　
難
波
・
住
吉
と
渡
来
人

　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

新
羅
が
も
っ
と
も
多
い
（
雄
略
八
年
紀
以
降
、
斉
明
二
年
ま
で
の
間
、
新
羅
へ
六

回
、
任
那
へ
四
回
、
百
済
へ
二
回
）
こ
と
、
な
ど
か
ら
新
羅
系
の
可
能
性
が
強
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
百
済
郡
の
渡
来
人
が
百
済
系
を
主
と
し
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
百
済
郡
の
渡
来
人
は
、
東
成
・
西
成
両
郡
の
地

に
住
む
新
羅
系
渡
来
人
に
よ
っ
て
難
波
津
の
運
営
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

以
後
に
来
住
し
た
も
の
が
多
く
、
建
郡
も
し
た
が
っ
て
お
く
れ
た
と
解
せ
ら
れ

る
。　

仮
り
に
年
代
を
あ
て
る
な
ら
ば
、
住
吉
津
の
栄
え
た
の
は
四
～
五
世
紀
、
難
波

津
も
五
世
紀
に
は
港
と
し
て
栄
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
住
吉
津
を
圧
倒
し
て
繁
栄
す

る
の
は
六
世
紀
以
降
で
、
こ
の
時
期
に
港
に
関
係
す
る
渡
来
人
が
定
住
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
百
済
系
渡
来
人
が
増
加
す
る
の
は
七
世
紀
後

半
、
白
村
江
の
戦
い
以
後
と
考
え
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
珊

瑚
、
難
波
と
違
憲

　
難
波
の
地
の
渡
来
人
に
つ
い
て
も
う
一
つ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
渡
来
氏
族
中
の

雄
早
産
氏
の
存
在
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
続
日
本
紀
』
神

護
景
雲
三
年
五
月
己
丑
（
二
十
二
日
）
条
に
、
「
西
成
郡
人
外
従
八
位
下
秦
野
嶋
、

正
六
位
上
秦
人
広
立
等
九
人
」
に
秦
忌
寸
の
姓
を
賜
っ
た
こ
と
が
み
え
る
。
一
人

は
秦
、
一
人
は
旅
人
を
ウ
ジ
と
す
る
が
、
広
義
の
秦
氏
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
い

ず
れ
も
位
を
持
ち
、
忌
寸
と
い
う
秦
氏
と
し
て
は
宿
祢
に
つ
ぐ
上
位
の
カ
バ
ネ
を

得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
難
波
で
は
由
緒
あ
り
、
力
を
備
え
た
有
力
者
と
考
え
ら
れ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
難
波
・
住
吉
と
渡
来
人

　
秦
氏
の
分
布
は
ひ
ろ
く
日
本
の
各
地
に
及
ん
で
い
る
が
、
も
っ
と
も
有
力
な
氏

族
は
京
都
盆
地
の
西
北
部
、
山
背
国
葛
野
郡
に
い
た
雪
平
（
の
ち
の
蔵
主
．
秦
忌

寸
も
同
氏
族
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
推
古
紀
十
一

年
始
や
同
十
八
年
条
等
に
み
え
る
秦
馬
丁
勝
に
つ
い
て
の
伝
承
等
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
。
ま
た
京
都
盆
地
の
東
南
部
、
紀
伊
郡
に
も
有
力
な
秦
氏
が
い
た
こ
と
は
、

欽
明
前
紀
に
み
え
る
秦
大
津
父
や
『
山
城
国
風
土
記
』
逸
文
に
み
え
る
秦
公
伊
呂

具
の
話
で
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
氏
族
は
養
蚕
・
機
織
・
開
拓
・
銅
鉄
鋳
造
な

ど
の
技
術
に
通
じ
、
殖
産
興
業
に
か
か
わ
る
こ
と
で
著
名
で
あ
る
が
、
な
か
で
も

注
目
さ
れ
る
の
は
治
水
に
関
す
る
伝
え
で
あ
る
。
周
知
の
史
料
で
あ
る
が
、
『
政

事
要
略
』
所
引
の
「
秦
氏
本
系
帳
」
に
、

　
造
二
葛
野
大
堰
↓
於
二
天
下
一
誰
有
二
比
検
↓
是
秦
氏
率
訓
催
種
類
（
所
蔵
造
構
一
之
、

　
昔
秦
昭
王
、
塞
訓
堰
洪
河
一
通
二
溝
槍
一
、
開
二
田
万
頃
↓
秦
富
数
倍
、
所
謂
鄭
伯
之

　
沃
二
衣
食
一
之
慌
者
也
、
今
大
井
堰
様
、
則
習
二
彼
所
ラ
造
。

と
あ
り
、
秦
氏
が
葛
野
川
（
保
津
川
・
大
井
川
）
に
堰
堤
を
作
っ
て
水
利
の
便
を

計
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
大
阪
平
野
の
開
拓
に
つ
い
て
も
、
『
古
事
記
』
の
仁

徳
段
に
は
、
秦
人
が
茨
田
堤
と
茨
田
三
宅
の
造
営
に
従
事
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

　
こ
の
石
人
に
よ
る
茨
田
堤
と
茨
田
三
宅
造
営
の
伝
承
に
対
応
す
る
の
が
、
『
倭

名
抄
』
に
み
え
る
河
内
国
茨
田
郡
幡
多
郷
の
存
在
で
あ
る
。
幡
多
郷
の
地
は
い
ま

寝
屋
川
市
に
属
す
る
が
、
近
世
に
は
秦
村
・
太
秦
村
を
含
み
、
古
代
に
秦
氏
が
住

ん
で
淀
川
の
治
水
に
関
与
し
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
摂
津
国
豊
嶋
郡
に
も

秦
上
郷
・
秦
下
郷
の
あ
る
こ
と
が
『
倭
名
抄
』
に
み
え
、
こ
の
地
域
に
も
秦
氏
の

居
住
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
郷
関
は
現
在
の
池
田
市
の
中
部
に
当
る
も
と
の
秦
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

と
そ
の
周
辺
に
比
定
さ
れ
る
。
治
水
に
関
す
る
伝
承
は
存
し
な
い
が
、
猪
名
川
の

治
水
に
従
事
し
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
『
重
日
本
紀
』
に
よ
っ
て
西
成
郡
に
居
住
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
秦
・
悪
人
の
氏
族
は
、
や
や
大
胆
な
臆
測
で
は
あ
る
が
、
難
波
堀

江
の
開
戸
に
関
係
し
た
秦
氏
の
後
言
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
茨
田
堤

の
造
営
に
従
っ
た
義
人
が
住
ん
だ
と
思
わ
れ
る
茨
田
郡
幡
多
郷
と
西
成
郡
と
の
距

離
は
十
数
キ
ロ
で
あ
る
。
土
木
工
事
に
熟
達
し
た
秦
人
が
、
幡
多
郷
の
地
か
ら
西

成
郡
の
地
に
移
住
し
て
難
波
掘
江
の
工
事
に
従
事
し
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
茨
田
の
二
人
が
堤
の
築
造
だ
け
で
な
く
、
茨
田
三
宅
の

設
置
に
も
関
係
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
難
波
堀
江
に
関
係
し
た
秦
氏
の
人

び
と
が
難
波
屯
倉
の
造
営
に
も
か
か
わ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
難
波
堀
江
の
開
田
は
仁
徳
朝
で
五
世
紀
、
難
波
屯
倉
の
設
置
　
　
鵬

は
安
閑
朝
で
六
世
紀
で
あ
る
か
ら
、
時
代
が
へ
だ
た
り
す
ぎ
る
と
い
う
疑
問
が
出

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
に
つ
い
て
の
『
記
紀
』
の
伝
え
に

は
、
そ
れ
ほ
ど
拘
泥
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
こ
と
に
堀
江
の
言
動
と
い
う
大
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

業
の
実
際
に
行
な
わ
れ
た
年
代
は
、
五
世
紀
で
な
く
、
六
世
紀
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
着
工
は
五
世
紀
で
も
、
一
度
の
工
事
で
完
工
し
た
の
で
は
な
く
、

修
覆
や
拡
張
を
ふ
く
め
て
工
事
は
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
へ
か
け
て
何
度
も
行
な
わ

れ
た
可
能
性
も
大
き
い
。

　
私
は
官
憲
の
加
わ
っ
た
堀
江
開
掘
の
工
は
、
六
世
紀
に
い
た
っ
て
ほ
ぼ
完
成

し
、
難
波
津
に
つ
い
た
船
は
そ
の
ま
ま
堀
江
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
大
和
川
・
淀
川
に

は
い
る
こ
と
が
で
き
、
難
波
津
の
港
と
し
て
の
価
値
は
以
前
に
く
ら
べ
て
は
る
か

に
大
き
く
な
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
以
後
、
住
吉
津
に
対
す
る
難
波
津
の
優
位
が



確
立
し
、
航
海
に
習
熟
し
た
吉
士
系
統
の
渡
来
人
も
多
く
難
波
に
集
り
、
ま
た
屯

倉
も
造
ら
れ
、
三
宅
連
な
ど
屯
倉
の
管
理
に
当
る
氏
族
が
来
住
し
、
朝
廷
の
港
と

し
て
の
難
波
津
の
運
営
に
も
た
ず
さ
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
秦
氏
の
母
国
も
明
確
で
は
な
い
が
、
新
羅
よ
り
の
渡
来
人
と
す
る
説
が
有
力
で

あ
る
。
そ
の
説
を
と
る
な
ら
ば
、
難
波
津
に
も
っ
と
も
関
係
の
あ
る
西
成
・
東
成

両
三
の
地
域
に
は
、
秦
ニ
ニ
宅
・
吉
士
な
ど
新
羅
系
の
渡
来
人
が
多
く
、
そ
の
東

南
の
百
済
郡
の
地
に
は
主
と
し
て
百
済
系
の
氏
族
が
住
み
、
さ
ら
に
そ
の
南
の
住

吉
郡
の
地
に
は
渡
来
人
が
少
な
い
と
い
う
地
域
差
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
が
渡
来
人
の
存
在
状
態
を
通
し
て
み
た
住
吉
津
と
難
波
津
の
関
係
お
よ
び

難
波
津
の
発
展
の
過
程
で
あ
る
。
少
な
い
史
料
を
推
測
で
補
っ
て
論
じ
た
。
叱
正

を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　
社
）
、
服
部
昌
之
「
古
代
の
直
線
国
境
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
地
理
学
紀
要
』
一
七
号
）
、

　
　
藤
沢
一
夫
「
摂
津
国
百
済
長
考
」
（
「
日
本
文
化
と
朝
鮮
』
新
人
物
往
来
社
）
。
な
お

　
　
吉
田
、
注
（
2
）
論
文
参
照
。

（
7
）
　
『
釈
日
本
紀
』
所
引
「
摂
津
国
風
土
記
」
逸
文
に
「
住
吉
国
」
が
み
え
る
。

（
8
）
　
三
浦
圭
｝
「
吉
士
に
つ
い
て
」
（
同
『
中
世
民
衆
生
活
の
研
究
』
思
文
題
、
　
一
九

　
　
八
一
年
）
、
論
文
の
初
出
は
一
九
五
七
年
。

（
9
）
　
直
木
、
註
（
4
）
論
文
。

（
1
0
）
　
難
波
津
の
難
波
屯
倉
、
児
島
津
の
児
島
屯
倉
、
那
津
の
那
官
家
（
屯
倉
）
は
、
い

　
　
ず
れ
も
津
の
管
理
を
も
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
1
）
敏
達
十
三
年
二
月
の
使
者
難
波
吉
士
木
蓮
子
は
、
新
羅
へ
遣
わ
さ
れ
た
が
、
任
那

　
　
へ
行
っ
た
、
と
あ
る
。
新
羅
・
任
那
各
一
回
に
か
ぞ
え
た
。

（
1
2
）
堀
江
開
掘
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
日
下
雅
義
「
三
河
泉
に
お
け
る
古
代
の
港
と
背

　
　
後
の
交
通
路
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
学
研
究
』
一
〇
七
、
一
九
八
五
年
）
を
参
照
し
、

　
　
示
唆
を
え
た
。

114

註

（
1
）
　
今
井
啓
一
『
帰
化
人
』
（
綜
芸
舎
、
一
九
七
四
年
）
。

（
2
）
吉
田
晶
「
地
域
民
か
ら
み
た
古
代
難
波
」
（
難
波
宮
趾
を
守
る
会
編
『
難
波
宮
と

　
　
日
本
古
代
国
家
』
塙
書
房
、
一
九
七
七
年
）
。

（
3
）
　
吉
田
晶
、
前
掲
論
文
。
同
氏
著
『
古
代
の
難
波
』
（
教
育
社
、
　
一
九
八
二
年
）
に

　
　
も
同
様
の
述
叙
が
あ
る
。

（
4
）
　
直
木
「
難
波
の
屯
倉
」
大
阪
歴
史
学
会
編
『
古
代
国
家
の
形
成
と
展
開
』
（
吉
川

　
　
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
所
収
。

（
5
）
　
百
済
郡
設
置
時
期
に
つ
い
て
は
、
吉
田
、
註
（
3
）
の
論
文
に
よ
る
。

（
6
）
吉
出
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
（
富
山
房
）
、
天
坊
幸
彦
『
上
代
浪
華
の
歴
史
地

　
　
理
的
研
究
』
（
大
八
洲
出
版
）
、
大
越
勝
秋
「
大
阪
市
域
の
条
里
遺
制
」
（
『
歴
史
地
理

　
　
学
紀
要
』
一
七
号
）
、
今
井
啓
一
「
摂
津
国
百
済
郡
考
」
同
『
百
済
王
敬
福
』
（
綜
芸

難
波
・
住
吉
と
渡
来
入

七


